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令和３年第１８回公安委員会会議録

自午後 １時３０分
日 時 ７月８日（木曜日） 場 所 公安委員会室

至午後 ４時４０分

公安委員 下山委員長 高木委員 山本委員 小野委員 廣塚委員
会 議

本部長 警務部長 生活安全部長 刑事部長
出席者 警察職員

交通部長 警備部長 情報通信部長

第１ 聴聞等についての決裁
運転免許課長から、聴聞９件、意見の聴取２４件について説明があり、決裁が行わ

れた。

第２ 定例会議
１ 令和３年６月熊本県議会定例会の結果について
(1) 会期

令和３年６月１４日（月）から７月５日（月）までの２２日間
ア 一般質問

６月１８日（金）から６月２３日（水）までの間
イ 教育警察常任委員会

６月２９日（火）
(2) 警察関係提出議案
ア 監察課

専決処分の報告について（２件の交通事故の和解及び損害賠償額の決定）
イ 会計課
(ｱ) 令和３年度熊本県一般会計補正予算
(ｲ) 令和２年度熊本県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

(3) 警察関係質問
ア 一般質問
(ｱ) 東京２０２０オリンピック・パラリンピックの警備に派遣される警察官の
ワクチン接種について

(ｲ) 持続化給付金詐欺について
(ｳ) 料理宅配サービスの交通マナー・ルールについて
イ 教育警察常任委員会
(ｱ) 警察活動感染症対策事業費について
(ｲ) 第４回アジア・太平洋水サミットについて

【委員からの質問等】
委員から、「オリンピックに派遣される警察官以外の警察官のワクチン接種につ

いては、職域接種と居住地域の自治体での接種があり、居住地で接種時期に差が出
てくるが、調整して早めに打てるようにしてもらいたい」旨の発言があった。

２ 「女性活躍と次世代育成支援のためのアクションプラン（前期）」の主な取組状
況について
警務部長から、別添のとおり報告があった。

【委員からの質問等】
委員から、「女性警察官を増やしていく中で、途中退職をされる方もいると思う
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が、なるべく皆さん働き続けていけるような職場環境づくりをしてもらいたい」旨
の発言があり、警察側から「色んな事情を抱えている職員が働きやすい職場になる
よう育児休業などの両立支援制度に取り組んでいる」旨の説明があった。
また、別の委員から「このアクションプランに対し職員の意識がどうなっている

のか」との質問があり、警察側から「意識調査を実施した結果、良くなってきたと
の反応が多かった」旨の説明があった。

３ 総合対処法訓練指導者講習の実施結果について
(1) 概要

警察官が現場活動において受傷することなく犯人等を制圧、逮捕するなどの総
合的な事態対処能力を向上させるため、全警察署及び本部執行隊の総合対処法訓
練指導者に対して訓練方法、要領等を講習し、所属における訓練の充実・向上を
図った。

(2) 実施状況
ア 日時

令和３年６月４日（金）から６月１８日（金）までの間
イ 場所

警察学校柔道場他５警察署道場
ウ 実施者
(ｱ) 教養課術科・体育指導室首席師範及び師範
(ｲ) 教養課術科・体育指導室指導官（柔道、剣道、逮捕術、拳銃特別訓練部監督）
エ 対象所属
(ｱ) ２３警察署（熊本市内４警察署各２人、他警察署各１人）
(ｲ) 本部執行隊（機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊、機動隊各１人）
オ 指導内容
(ｱ) 基礎訓練
(ｲ) 想定訓練

(3) 効果・反響
ア 指導者としての立場や役割が理解でき、技術のポイントや指導の流れを確認
することができたので所属の訓練で還元したい。

イ 凶器使用の犯人と対峙したときの具体的な対処技能を身に付けることができた。
ウ 本部の首席師範等から直接指導を受けられたことに感謝している。

【委員からの質問等】
委員から、「どのような人物が訓練指導者になるのか」旨の質問があり、「柔道

・剣道、逮捕術及び拳銃の特別訓練部員経験者等が各署から推薦されて選ばれる」
旨の説明があった。また、別の委員から「女性に対しても男性の指導者が指導する
のか」旨の質問があり、警察側から「指導者は男性が多いが、各所属の女性指導者
についても育成しているところである」旨の説明があった。

４ 日本郵便株式会社法違反事件被疑者の逮捕について
刑事部長から、日本郵便株式会社法違反事件の検挙について報告がなされた。

【委員からの質問等】
委員から、事件の経緯等について質問があり、警察側から説明がなされた。

５ 交通安全宣言決議を踏まえた広報・啓発活動について
(1) 概要

本年３月に県議会で可決された「熊本県の交通安全水準のさらなる向上に関す
る宣言決議」を踏まえ、交通企画課及び高速道路交通警察隊が「歩行者保護啓発
ステッカー」、「シートベルト全席着用啓発マグネットシート」をそれぞれ製作
し、交通企画課では啓発ステッカーを付けた『歩行者保護宣言カー』（止まるモ
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ン）出発式を開催するなど、交通事故抑止に向けた広報・啓発活動を行っている
もの。

(2) 『歩行者保護宣言カー』（止まるモン）【交通企画課】
ア 出発式
○ 開催日

令和３年７月２日（金）午前１０時から
○ 出席者（協賛団体）

熊本県交通安全協会・熊本県安全運転管理者等協議会・熊本県トラック協会
○ 行事内容
・ 熊本県安全運転管理者等協議会長による歩行者保護宣言
・ 熊本県トラック協会長と交通部長によるステッカー貼り付け
・ くまモンによる「てまえ運動」実演
・ 熊本県交通安全協会長による出発合図
・ 『歩行者保護宣言カー』（止まるモン）５台が街頭出発

イ 「歩行者保護啓発ステッカー」
○ 約４，０００枚製作
○ 配布先（協力事業者）

県内のバス・タクシー事業所、トラック協会加盟事業所、安全運転管理者
等協議会加盟事業所 等

ウ 報道状況
【テレビ】7/2 ＲＫＫ 【新聞】7/3 熊日 【ラジオ】7/2 ＲＫＫ

歩行者保護啓発ステッカー

縦１２センチ×横３８センチ
縦１０センチ×横３０センチ

(3) 「シートベルト全席着用」啓発用マグネットシート【高速道路交通警察隊】
ア 掲示日・場所

令和３年６月１６日（水）から
九州縦貫自動車、九州横断自動車道延岡線及び南九州西回り自動車道の熊本

県内各インターチェンジ入口ゲート等１２か所
イ マグネットシート

約６０枚製作
ウ 協賛団体

熊本県高速道路交通安全協議会
西日本高速道路株式会社九州支社（NEXCO西日本）熊本事務所

エ 報道状況
【テレビ】6/16 ＮＨＫ 【新聞】6/17 熊日
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【委員からの質問等】
委員から、「車を運転中にはラジオを聞く人も多いので、頭に残るようなフレー

ズをラジオで集中的に流してはどうか」旨の発言があり、「ラジオについては、今
回のキャンペーンも協力いただいている。今後も、認知度を上げるため広報活動を
進めていく」旨の説明があった。また、別の委員から「歩行者保護啓発ステッカー
を、誰でも手に入るよう警察署の窓口に置けないのか」旨の質問があり、警察側か
ら「予算の都合があり数に限度があるので、現状は、車両の通行量が多い協力事業
者に配布している」旨の説明があった。

第３ 報告・決裁等
１ 熊本ドライビングスクールに対する準中型免許の指定についての決裁

運転免許課長から説明があり、決裁が行われた。
２ 令和３年度留置施設に対する実地監査計画についての決裁

首席監察官から説明があり、決裁が行われた。
３ 苦情(R3№6・№7)の調査結果についての決裁

刑事企画課長から説明があり、決裁が行われた。
４ 苦情(R3№5)の調査結果についての決裁

通信指令課長から説明があり、決裁が行われた。
５ 令和３年第１７回公安委員会会議録の決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。
６ 公安委員会が管理する令和２年分「行政文書ファイル管理簿」の調製及び公表の決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。
７ 苦情(R3№8)受理の報告

公安委員会事務室から報告が行われた。

啓発用マグネットシート
縦１００センチ×横３０センチ
縦１００センチ×横２０センチ
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別 添


